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推進事業
　採択された研究課題を支援するため、次のような推進事業を行っています。

①外国人研究者招聘事業
　課題が採択された主任研究者からの申請に基づき、当該分野で優れた研究を行っている外国
人研究者を招聘し、海外との研究協力を推進しています（招聘期間は2週間程度です）。

②外国への日本人研究者派遣事業
　課題が採択された主任研究者からの推薦に基づき、国内の若手日本人研究者を外国の研究
機関及び大学等に派遣し当該研究課題に関する研究を実施することにより、わが国における当
該研究の推進を図る事業（派遣期間は6ヶ月程度）。派遣の選考にあたっては、習得技術が研究
班にどのように還元されるかが評価されます。

③リサーチレジデント事業（若手研究者育成活用事業）
　課題が採択された主任研究者からの申請に基づき、主任又は分担研究者の所属する研究機
関に当該研究課題に関する研究に専念する若手研究者を一定期間（原則1年、最長3年まで延
長）派遣し、当該研究の推進を図るとともに、将来のわが国の研究の中核となる人材を育成する
ための事業です。

　その他に、研究成果発表会や、研究事業毎のパンフレット作成等を行っています。

研究成果の公表
　研究報告書は、担当課（室）が保管すると
ともに、国立国会図書館、厚生労働省図書館、
国立保健医療科学院の厚生労働科学研究成果
データベースホームページで公開されます。
（http://mhlw-grants.niph.go.jp/）
　研究課題、研究者名、研究成果（報告書本
文等）を含み、検索も可能な厚生労働科学研
究成果データベースを公開しております。ぜ
ひ、ご活用下さい。

研究課題の公募・連絡先
研究課題の公募について
毎年度厚生労働省ホームページに掲載されます。http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkyuujigyou/index.html

研究事業全体の総括的事項について
厚生労働省大臣官房厚生科学課研究助成係　03-5253-1111（内線3809）

個別の研究事業について
３～４ページに示した研究事業担当課にお問い合わせ下さい。


